
非上場会社の自社株買いにかかる税務
～価額設定をめぐっての課税問題の論点整理～

は
じ
め
に

非
上
場
株
式
の
自
社
株
買
い

制
度
は
、
そ
の
適
正
価
額
の
判

定
を
依
頼
さ
れ
た
実
務
家
が
課

税
リ
ス
ク
を
回
避
し
よ
う
と
法

令
及
び
通
達
等
を
吟
味
し
つ
つ

も
そ
の
判
断
に
戸
惑
っ
て
し
ま

い
、
実
務
普
及
が
阻
害
さ
れ
て

い
る
側
面
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
非
上
場
会
社
の

自
社
株
買
い
に
係
る
適
正
価
額

に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
株
価

鑑
定
」
の
手
法
で
は
な
く
、
各

法
令
・
通
達
に
も
と
づ
い
て
実

務
家
が
判
断
す
る
際
の
税
務
上

の
論
点
を
整
理
し
た
い
。

各
税
法
に
お
け
る
時
価
通
達

周
知
の
と
お
り
、
非
上
場
会

社
の
自
社
株
買
い
が
行
わ
れ
る

際
の
、
そ
の
適
正
価
額
に
係
る

明
確
な
取
扱
規
定
は
用
意
さ
れ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
相

続
税
法
上
の
時
価
通
達
で
あ
る

「
財
産
評
価
基
本
通
達
（
以
下

「
評
価
通
達
」
と
い
う
。
）
と
、

所
得
税
法
及
び
法
人
税
法
上
の

時
価
通
達
で
あ
る
「
所
得
税
法

基
本
通
達
５９－

６
（
以
下
、「
所

基

通
５９－

６
」
と

い

う
。
）
」

及
び
「
法
人
税
法
基
本
通
達
９

－

１－

１４
（
以
下
「
法
基
通
９

－

１－

１４
」
と
い
う
。
）
」
に
専

ら
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

論
点
１

一
物
二
価
の
問
題

自
社
株
買
い
の
適
正
価
額
を

検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
原
則

的
評
価
方
式
に
よ
る
価
額
か
、

あ
る
い
は
特
例
的
評
価
方
式

（
配
当
還
元
価
額
に
よ
る
評

価
）
に
よ
る
価
額
か
の
判
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

前
提
と
し
て
「
同
族
株
主
」
や

「
中
心
的
同
族
株
主
」
を
判
定

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
買

主
側
で
行
な
う
の
か
、
売
主
側

で
行
な
う
の
か
、
に
つ
い
て
確

認
し
た
い
。

評
価
通
達
で
は
、「
取
得
者

側
の
事
後
的
株
主
区
分
」
に
基

づ
い
て
判
定
す
る
こ
と
に
な

る
。
一
方
、
み
な
し
譲
渡
（
所

法
５９
）
の
適
用
の
有
無
を
前
提

と
し
た
所
基
通
５９－

６
で
は
、

売
主
側
の
譲
渡
直
前
の
議
決
権

割
合
に
よ
っ
て
判
定
す
る
と
明

記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
非
上

場
株
式
の
評
価
損
の
損
金
算
入

規
定
（
法
法
３３
②
）
に
係
る
取

扱
通
達
で
あ
る
法
基
通
９－

１

－

１４
で
は
、
株
式
の
譲
渡
側
で

判
定
す
る
の
か
取
得
者
側
で
判

定
す
る
の
か
明
確
な
定
め
は
な

い
。
こ
の
と
き
、
評
価
通
達
の

考
え
方
を
踏
襲
す
る
と
す
れ
ば

「
取
得
者
側
の
事
後
的
株
主
区

分
」
で
判
断
す
る
こ
と
に
な

る
。た

と
え
ば
個
人→

法
人
へ
の

一
般
の
株
式
譲
渡
で
は
、
所
基

通
５９－

６
に
則
り
売
主
個
人
の

譲
渡
直
前
の
議
決
権
数
に
よ
っ

て
判
定
し
た
株
主
区
分
に
よ
る

価
額
が
時
価
で
あ
る
と
し
て
、

売
主
側
に
は
み
な
し
譲
渡
規
定

が
適
用
さ
れ
る
。
一
方
、
買
主

法
人
側
は
法
基
通
９－

１－

１４

に
則
り
自
己
の
事
後
的
株
主
区

分
に
も
と
づ
き
独
自
に
時
価
を

判
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
少
数
株
主
か
ら
支
配
的
株

主
に
譲
渡
さ
れ
る
場
合
等
で

は
、
い
わ
ゆ
る
一
物
二
価
の
状

態
が
生
じ
て
し
ま
い
、
実
務
家

を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。

論
点
２

発
行
会
社
の
株
主
と
し
て
の

地
位
の
問
題

評
価
通
達
に
お
い
て
は
、
自

己
株
式
を
保
有
す
る
発
行
会
社

の
株
主
と
し
て
の
地
位
、
す
な

わ
ち
原
則
的
評
価
方
式
か
特
例

的
評
価
方
式
か
を
判
定
す
る
株

主
区
分
に
つ
い
て
、
明
確
な
規

定
が
な
い
。
た
だ
し
、
評
価
会

社
が
自
己
株
式
を
有
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
自
己
株
式
に
係
る

議
決
権
の
数
は
０
と
す
る
取
扱

通
達
（
財
評
通
１
８
８－

３
）

が
あ
る
。
当
該
通
達
を
文
理
解

釈
す
れ
ば
、
議
決
権
の
な
い
株

式
を
取
得
す
る
発
行
法
人
は
事

後
的
に
も
議
決
権
が
な
い
以
上

「
同
族
株
主
以
外
の
株
主
」
、

同
族
株
主
が
い
な
い
会
社
で
あ

れ
ば
「
議
決
権
割
合
の
合
計
が

１５
％
未
満
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
株
主
」
に
該
当
し
、
特
例
的

評
価
方
式
（
配
当
還
元
価
額
）

が
適
正
価
額
と
い
う
判
断
が
で

き
る
。

法
基
通
９－

１－

１４
の
適
用

に
お
い
て
も
、
発
行
法
人
所
有

の
自
己
株
式
は
議
決
権
が
な
い

以
上
、「
同
族
株
主
」
に
該
当

し
な
い
た
め
、
配
当
還
元
価
額

が
適
正
価
額
と
い
う
解
釈
が
可

能
と
な
る
。

し
か
し
一
般
に
、
同
族
株
主

が
い
る
会
社
で
は
自
社
株
買
い

の
前
と
後
で
は
、
残
余
の
同
族

株
主
の
議
決
権
割
合
の
変
動
等

を
と
お
し
て
、
会
社
の
意
思
決

定
権
限
に
変
動
が
生
じ
る
。
こ

う
し
た
経
済
効
果
を
も
つ
自
社

株
買
い
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正

価
額
に
特
例
的
評
価
方
式
を
盲

目
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
疑

問
が
あ
る
。
加
え
て
、
個
人
の

同
族
株
主
が
従
業
員
等
に
株
式

を
配
当
還
元
価
額
で
売
却
し
、

当
該
株
式
を
そ
の
後
再
び
配
当

還
元
価
額
で
自
社
株
買
い
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
同
族

株
主
は
「
み
な
し
譲
渡
」
な
し

に
低
額
で
持
株
を
発
行
会
社
に

シ
フ
ト
で
き
て
し
ま
う
租
税
回

避
行
為
も
可
能
に
な
る
。
以
上

を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
低

額
譲
渡
と
認
定
さ
れ
、
発
行
会

社
に
受
贈
益
の
課
税
問
題
が
生

じ
る
余
地
が
あ
る
。

論
点
３

資
本
等
取
引
と
な
っ
た

自
社
株
買
い
の
問
題

平
成
１３
年
度
改
正
及
び
平
成

１８
年
度
改
正
に
よ
っ
て
、
自
社

株
買
い
は
「
資
本
等
取
引
」
と
な

っ
た
。
発
行
会
社
に
と
っ
て
「
資

本
等
取
引
」
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、「
損
益
取
引
」
に
係
る

適
正
時
価
に
つ
い
て
の
法
基
通

９－

１－
１４
が
発
行
法
人
に
適

用
さ
れ
る
余
地
は
も
は
や
全
く

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
低

額
譲
渡
・
高
額
譲
渡
に
よ
る
受

贈
益
課
税
や
寄
付
金
課
税
の
問

題
が
生
じ
る
こ
と
は
一
切
な
い

の
か
と
い
う
疑
義
が
あ
る
。

自
社
株
買
い
は
、
発
行
法
人

に
と
っ
て
は
「
資
本
等
取
引
」

で
あ
っ
て
も
、
売
主
の
個
人
・

法
人
は
有
価
証
券
（
資
産
）
の

譲
渡
取
引
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

恣
意
的
な
売
買
価
額
の
設
定
に

よ
っ
て
利
益
移
転
等
の
課
税
上

の
弊
害
が
み
ら
れ
る
際
に
は
、

発
行
法
人
に
も
受
贈
益
・
寄
付

金
課
税
が
あ
る
と
す
る
考
え
方

も
あ
り
実
務
上
不
明
瞭
な
領
域

と
な
っ
て
い
る
。

論
点
４

売
主
側
の
適
正
価
額
問
題

個
人→

法
人
の
自
社
株
買
い

に
つ
い
て
は
、
発
行
会
社
が

「
資
本
等
取
引
」
で
あ
っ
て
も

売
主
個
人
は
「
み
な
し
配
当

額
」
を
除
き
、「
譲
渡
所
得
の

基
因
と
な
る
資
産
の
譲
渡
」
で

あ
る
た
め
、
所
得
税
法
第
５９
条

（
み
な
し
譲
渡
）
の
適
用
が
あ

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

（
措

通
３７
の
１０－

２７
）
。
具

体

的
に
は
株
主
に
交
付
さ
れ
た

（
み
な
し
配
当
額
を
含
む
）
金

銭
等
の
額
が
、
所
基
通
５９－

６

で
算
定
し
た
時
価
に
対
し
て
、

著
し
く
低
額
か
ど
う
か
で
判
定

す
る
。

一
方
、
法
人→

法
人
の
自
社

株
買
い
に
つ
い
て
は
、
発
行
会

社
が
「
資
本
等
取
引
」
で
あ
っ

て
も
、
売
主
側
の
法
人
に
と
っ

て
は
、
あ
く
ま
で
有
価
証
券
の

譲
渡
と
い
う
「
損
益
取
引
」
で

あ
る
。
売
主
法
人
が
損
益
取
引

で
あ
る
な
ら
ば
、
法
人
税
法
第

２２
条
２
項
、
法
基
通
９－

１－

１４
に
し
た
が
っ
て
時
価
を
算
定

し
、
時
価
と
譲
渡
価
額
と
の
差

額
に
つ
い
て
、
寄
付
金
・
受
贈

益
課
税
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
法
基
通
９－

１－

１４

は
株
式
の
取
得
者
側
の
取
得
後

の
立
場
に
よ
る
株
主
区
分
に
よ

っ
て
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
加

え
、
そ
の
取
得
者
側
が
「
資
本

等
取
引
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
す
る
と
、
取
得
者
側
の
「
損

益
取
引
」
を
前
提
と
し
た
法
基

通
９－

１－

１４
を
ど
の
よ
う
に

適
用
し
て
よ
い
か
判
断
に
迷
っ

て
し
ま
う
。
具
体
的
に
は
、
①

法
人→

法
人
に
お
い
て
も
、
個

人→

法
人
の
措
通
３７
の
１０－

２７

を
援
用
し
て
算
出
す
る
価
額

（
売
主
側
の
株
主
区
分
に
よ
る

算
定
価
額
）
②
発
行
法
人
に
つ

い
て
「
（
中
心
的
）
同
族
株
主
」

と
擬
態
し
、
加
え
て
、
あ
た
か

も
自
社
株
買
い
を
損
益
取
引
と

み
て
法
基
通
９－

１－

１４
に
も

と
づ
き
算
出
す
る
価
額
（
買
主

側
の
事
後
的
株
主
区
分
に
よ
る

算
定
価
額
）
等
を
総
合
的
に
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。

論
点
５

み
な
し
贈
与
の
問
題

自
己
株
式
は
、
自
社
株
買
い

実
行
後
は
議
決
権
数
を
カ
ウ
ン

ト
し
な
い
こ
と
か
ら
、
仮
に
適

正
価
額
で
実
行
さ
れ
た
と
し
て

も
、
事
後
的
に
「
残
存
株
主
の

評
価
通
達
に
基
づ
く
株
価
」
が

上
昇
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
留

意
し
た
い
。

仮
に
、
そ
の
株
価
上
昇
が
、

時
価
よ
り
も
「
著
し
く
低
額
」

に
よ
る
取
引
が
あ
っ
た
こ
と
に

起
因
す
れ
ば
、
そ
の
発
行
法
人

の
事
後
的
株
価
の
上
昇
に
つ
い

て
、
売
主
株
主
か
ら
残
存
株
主

に
対
し
「
み
な
し
贈
与
」
が
認

定
さ
れ
る
（
相
法
９
相
基
通
９

－

２
）
。
た
だ
し
、「
著
し
く
低

額
」
で
な
け
れ
ば
「
み
な
し
贈

与
」
の
問
題
は
生
じ
る
こ
と
は

な
い
。

お
わ
り
に

非
上
場
会
社
の
自
社
株
買
い

と
い
う
経
済
取
引
あ
る
い
は
そ

の
時
価
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で

税
法
は
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
上
述
の
と

お
り
既
存
の
法
令
通
達
等
に
お

い
て
そ
の
取
扱
い
が
不
明
瞭
で

あ
る
こ
と
を
要
因
と
し
て
、
実

務
が
阻
害
さ
れ
る
よ
う
な
現
状

は
早
急
に
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

法人税基本通達
９－１－１４

株式を保有する
法人が評価対象
法人の「中心的
な同族株主」に
該当するとき
は、常に「小会
社」として評価
する。

同左

同左

買主側？

所得税基本通達
５９－６

株式等を譲渡等した個
人が「同族株主」に該
当するか否かは譲渡直
前の議決権割合によ
る。

株式を譲渡等した個人
が「中心的な同族株
主」に該当するとき
は、常に「小会社」と
して評価する。

純資産価額の計算にあ
たっては土地等と上場
株式は「時価」により
評価する。

評価差額に対する法人
税 等 相 当 額 の 控 除
（４２％控除）は原則と
しておこなわない。

売主側

財産評価
基本通達

相続又は贈与によ
り取得した株式の
議決権割合で判定
する。

財産評価通達に基
づく評価（土地等：
財評通７～、上場
株 式：財 評 通１６９
～）

評価差額に対する
法人税等相当額の
控除（４２％控除）
は原則としておこ
なう。

買主側

原則的評価と
特例的評価の
区分

土地等及び上
場株式の評価

評価差額に対
する法人税等
相当額の控除
（４２％控除）

評価方式の判定
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